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１．はじめに 

東日本大震災では、災害対策基本法の下、初めてとなる政府の緊急災害対策本部が設置され、宮城県に緊急

災害現地対策本部、岩手県・福島県に現地連絡対策室が設置された。阪神・淡路大震災以降、様々な形の政府

現地組織が実践、検討され、近年は大規模災害については現地対策本部、局所災害については現地連絡対策室

を設置する方向が定まりつつあったが、両者の役割や設置場所等について課題も指摘されていた。1),2)  

本稿では、現地対策本部、現地連絡対策室（以下、政府現地組織とする）の活動評価について岩手県、宮城

県の沿岸部市町村へのアンケート調査結果を報告するとともに、政府現地対策本部関係者、宮城県担当者への

インタビュー調査結果、人と防災未来センターによる宮城県庁、政府現地対策本部への支援活動を通して得た

知見から、東日本大震災における政府現地組織の活動について評価、検証を行うことを目的とする。 

 

２．被災市町村による政府現地組織への評価アンケート調査結果 

東北太平洋沖地震による津波で甚大な被害を受けた宮城県の沿岸市町（15 自治体）、岩手県の沿岸市町村（12

自治体）に、2011 年 10 月に調査票を郵送配布、郵送回収し、11 市町村から回答を得た。 
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図１ 政府現地組織の評価できる点              図２ 政府現地組織の今後、改善すべき課題 

 

2-1 政府現地組織と自治体との接点 

「現地本部長等の視察を通じた意見交換」が 7 団体と最多であり、現地対策本部が置かれた宮城県では「事

務レベルでも直接意見交換する機会があった」とする回答が３団体あった。県を通したやりとりだけでなく、

市町村と政府現地組織とで直接の意見交換が行われていた。 

2-2 連絡調整を行った事務 

被災自治体との連絡調整のテーマとしては、「物資、食料、医薬品、燃料等の供給」、「視察・現地調査の受入」との



回答が６団体で最多であり、これに「避難所の環境改善」が５団体で続いている。宮城県では、現地対策本部が市町と

ＮＧＯ、自衛隊との連携を積極的に進めていたが、これらの活動を反映して「ＮＧＯ、ボランティアとの連携」と回答した

宮城県内の自治体が２団体あった。 

2-3 政府現地組織の評価できる点（図１） 

宮城県の自治体を中心に、「被災地のニーズ、要望を迅速に政府に伝えられた」との回答が４自治体と最多であり、

最も評価されている。次いで「現地の状況を適切に把握していた」が３自治体であり、政府現地組織の重要な役割の一

つである被災地の現場情報の把握と政府への伝達について、市町村から評価されている。 

2-4 今後、改善が必要な課題（図２） 

課題としては、「自治体の権限を越えた判断が不十分」（３団体）、「被災自治体への負担権限への配慮が足りなかっ

た」（３団体）、「被災地のニーズ、要望が政府に伝わるのが遅い」（２団体）、「現地組織に十分な権限がなかった」（２団

体）、「応援人員の派遣が不十分」（２団体）などの点が指摘されており、政府現地組織の情報連絡体制、権限等につ

いて今後検討が必要である。 

 

３．政府現地組織の教訓 

 自由回答を含むアンケート調査結果や、関係者へのインタビュー調査、人と防災未来センターの現地支援活

動を通じた観察調査より、東日本大震災における政府現地組織の対応について、評価できる点、今後改善が必

要な点を整理した。 

 
評価できる点 今後、改善が必要な点 

１．現地から東京の政府（官邸、緊急災害対策本部）に、政治家ルートも

含めて、直接情報を伝えることができた 

２．未確認の情報等を含めて、現地の状況、空気を伝えることができた 

３．地元自治体の立場になって、ニーズ把握や対策を一緒に考えてもら

えた 

４．国、自治体のトップ、幹部間でのハイレベルでの意見交換が密接に行

われた 

５．幹部職員の長期滞在によって、顔の見える対応ができ、意思疎通が

スムーズに進んだ 

６．様々な関係者間の連携、協力が進められた 

７．自治体の権限を越えた特例措置についての対応が早かった 

８．自衛隊の協力等によって、自ら視察等の事務対応を行い、地元自治

体の負担が軽減された 

１．政府～被災自治体間の情報の流れを一

本化する 

２．人事ローテーションの長期化、メンバーの

固定化を進める 

３．政府現地組織の設置について、自治体

側の地域防災計画への記載を行う 

４．NGO、NPO 等との連携についての事前

に定める 

５．一県一現地組織の体制を原則とし、本

部、現地本部、現地連絡対策室の機能を整

理する 

 

 

４．おわりに 

東日本大震災において、各県庁に設置された現地対策本部、現地連絡対策室は、想定外の事態に対応するた

めの自治体・政府のパイプ役として、また被災市町、ＮＧＯ等のつなぎ役として、被災者支援に大きな役割を

果たしたが、明らかになった課題も多い。例えば東南海、南海地震では、政府は 100 名を超える人員規模の

現地本部を複数設置する予定だったが、東日本大震災では、その規模の政府現地組織を確保できなかった。政

府現地組織の設置場所、人員数、役割などについて、被災者、被災市町村の立場や実現可能性を考慮したうえ

で、今後、再検討を行うことが必要である。 
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